
  
 

四日市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和５年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１６号 

四日市市税条例の一部を改正する条例  

四日市市税条例（平成１６年四日市市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入

の義務等） 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入

の義務等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月

割額を徴収した月の翌月１０日までに、

その徴収した月割額を施行規則第５号

の１５様式又は第５号の１５の２様式

若しくは施行規則第２条の６の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入

書により納入しなければならない。 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月

割額を徴収した月の翌月１０日までに、

その徴収した月割額を施行規則第５号

の１５様式又は施行規則第２条の６の

規定により総務大臣が定めた様式によ

る納入書によって納入しなければなら

ない。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第３２１条の８第１項、

第２項、第３１項、第３４項及び第３５

項の規定による申告書（第９項、第１０

項及び第１２項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第

３１項及び第３５項の申告納付にあっ

てはそれぞれこれらの規定による納期

限までに、同条第３４項の申告納付にあ

っては遅滞なく市長に提出し、及びその

申告に係る税金又は同条第１項後段及

び第２項後段の規定により提出があっ

たものとみなされる申告書に係る税金

第４８条 市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第３２１条の８第１項、

第２項、第３１項、第３４項及び第３５

項の規定による申告書（第９項、第１０

項及び第１２項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第

３１項及び第３５項の申告納付にあっ

てはそれぞれこれらの規定による納期

限までに、同条第３４項の申告納付にあ

っては遅滞なく市長に提出し、及びその

申告に係る税金又は同条第１項後段及

び第２項後段の規定により提出があっ

たものとみなされる申告書に係る税金



  
 

を施行規則第２２号の４様式又は第２

２号の４の２様式による納付書により

納付しなければならない。 

を施行規則第２２号の４様式による納

付書により納付しなければならない。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定す

る申告書（同条第３３項の規定による申

告書を含む。以下この項において同じ。）

に係る税金を納付する場合には、当該税

金に係る同条第１項、第２項又は第３１

項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。第７

項第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額に年１４．６パーセント（申告書を提

出した日（同条第３５項の規定の適用が

ある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出

期限）までの期間又はその期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間

については、年７．３パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金を加算して施行規則第２２号の４

様式又は第２２号の４の２様式による

納付書により納付しなければならない。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定す

る申告書（同条第３３項の規定による申

告書を含む。以下この項において同じ。）

に係る税金を納付する場合には、当該税

金に係る同条第１項、第２項又は第３１

項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。第７

項第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額に年１４．６パーセント（申告書を提

出した日（同条第３５項の規定の適用が

ある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出

期限）までの期間又はその期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間

については、年７．３パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金を加算して施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

６から１６まで （略） ６から１６まで （略）  

  

（法人の市民税に係る不足税額の納付

の手続） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付

の手続） 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法

第３２１条の１２の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額

を当該通知書の指定する期限までに、施

第５０条 法人の市民税の納税者は、法

第３２１条の１２の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額

を当該通知書の指定する期限までに、施



  
 

行規則第２２号の４様式又は第２２号

の４の２様式による納付書により納付

しなければならない。 

行規則第２２号の４様式による納付書

により納付しなければならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法

第３２１条の８第１項、第２項又は第３

１項の納期限（同条第３５項の申告納付

に係る法人税割に係る不足税額がある

場合には、同条第１項又は第２項の納期

限とし、納期限の延長があった場合に

は、その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（前項の納期限までの

期間又は当該納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については、年

７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税

額に法第３２１条の８第１項、第２項又

は第３１項の納期限（同条第３５項の申

告納付に係る法人税割に係る不足税額

がある場合には、同条第１項又は第２項

の納期限とし、納期限の延長があった場

合には、その延長された納期限とする。

第４項第１号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（前項の納期限まで

の期間又は当該納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年

７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。 

３及び４ （略）  ３及び４ （略） 

  

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税

を申告納付すべき者（以下この節におい

て「申告納税者」という。）は、毎月末

日までに、前月の初日から末日までの間

における売渡し等に係る製造たばこの

品目ごとの課税標準たる本数の合計数

（以下この節において「課税標準数量」

という。）及び当該課税標準数量に対す

るたばこ税額、第９６条第１項の規定に

より免除を受けようとする場合にあっ

ては同項の適用を受けようとする製造

第９８条 前条の規定によってたばこ税

を申告納付すべき者（以下この節におい

て「申告納税者」という。）は、毎月末

日までに、前月の初日から末日までの間

における売渡し等に係る製造たばこの

品目ごとの課税標準たる本数の合計数

（以下この節において「課税標準数量」

という。）及び当該課税標準数量に対す

るたばこ税額、第９６条第１項の規定に

より免除を受けようとする場合にあっ

ては同項の適用を受けようとする製造



  
 

たばこに係るたばこ税額並びに次条第

１項の規定により控除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けよ

うとするたばこ税額その他必要な事項

を記載した施行規則第３４号の２様式

による申告書を市長に提出し、及びその

申告に係る税金を施行規則第３４号の

２の５様式又は第３４号の２の５の２

様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。この場合において、当該申

告書には、第９６条第３項に規定する書

類及び次条第１項の返還に係る製造た

ばこの品目ごとの数量についての明細

を記載した施行規則第１６号の５様式

による書類を添付しなければならない。 

たばこに係るたばこ税額並びに次条第

１項の規定により控除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けよ

うとするたばこ税額その他必要な事項

を記載した施行規則第３４号の２様式

による申告書を市長に提出し、及びその

申告に係る税金を施行規則第３４号の

２の５様式による納付書によって納付

しなければならない。この場合におい

て、当該申告書には、第９６条第３項に

規定する書類及び次条第１項の返還に

係る製造たばこの品目ごとの数量につ

いての明細を記載した施行規則第１６

号の５様式による書類を添付しなけれ

ばならない。 

２ 法第４７３条第２項の規定による総

務大臣の指定を受けた卸売販売業者等

が申告納税者である場合には、前項の規

定により次の表の左欄に掲げる月に提

出すべき申告書の提出期限は、同項の規

定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応

じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定

により提出すべき申告書の提出期限と

同一の期限とする。この場合において、

この項の規定による申告書は、施行規則

第３４号の２の２様式によらなければ

ならない。 

２ 法第４７３条第２項の規定による総

務大臣の指定を受けた卸売販売業者等

が申告納税者である場合には、前項の規

定によって次の表の左欄に掲げる月に

提出すべき申告書の提出期限は、同項の

規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に

応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規

定によって提出すべき申告書の提出期

限と同一の期限とする。この場合におい

て、この項の規定による申告書は、施行

規則第３４号の２の２様式によらなけ

ればならない。 

(略) 
 

(略) 
 

３から４まで （略） ３から４まで （略） 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る第１項又

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る第１項又



  
 

は第２項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限。第１

０１条第２項において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当

該税額に年１４．６パーセント（修正申

告書を提出した日までの期間又はその

日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して、施行規則第３４

号の２の５様式又は第３４号の２の５

の２様式による納付書により納付しな

ければならない。 

は第２項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限。第１

０１条第２項において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当

該税額に年１４．６パーセント（修正申

告書を提出した日までの期間又はその

日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して、施行規則第３４

号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

  

（たばこ税に係る不足税額等の納付手

続） 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手

続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、

法第４８１条、第４８３条又は第４８４

条の規定に基づく納付の告知を受けた

場合には、当該不足税額又は過少申告加

算金額、不申告加算金額若しくは重加算

金額を、当該通知書の指定する期限まで

に、施行規則第３４号の２の５様式又は

第３４号の２の５の２様式による納付

書により納付しなければならない。 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、

法第４８１条、第４８３条又は第４８４

条の規定に基づく納付の告知を受けた

場合には、当該不足税額又は過少申告加

算金額、不申告加算金額若しくは重加算

金額を、当該通知書の指定する期限まで

に、施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

  

附 則 附 則 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条

の３の２まで又は第６３条の規定の適

用がある各年度分の固定資産税に限り、

第１０条 法附則第１５条から第１５条

の３の２まで、第６３条又は第６４条の

規定の適用がある各年度分の固定資産



  
 

第６１条第８項中「又は第３４９条の３

の４から第３４９条の５まで」とあるの

は、「若しくは第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで又は附則第１５条

から第１５条の３の２まで若しくは第

６３条」とする。 

税に限り、第６１条第８項中「又は第３

４９条の３の４から第３４９条の５ま

で」とあるのは、「若しくは第３４９条

の３の４から第３４９条の５まで又は

附則第１５条から第１５条の３の２ま

で、第６３条若しくは第６４条」とする。 

  

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

５ 法附則第１５条第２５項第１号ハに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

６ 法附則第１５条第２５項第１号ニに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

８ 法附則第１５条第２５項第２号ロに ８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに



  
 

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

９ 法附則第１５条第２５項第２号ハに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに

規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

１１ 法附則第１５条第２５項第３号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

１２ 法附則第１５条第２５項第３号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

１３ 法附則第１５条第２８項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

１３ 法附則第１５条第２９項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

１４ 法附則第１５条第３２項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の１と

する。 

１４ 法附則第１５条第３３項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の１と

する。 

１５ 法附則第１５条第３３項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

１５ 法附則第１５条第３４項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

１６ （略） １６ （略） 

 １７ 法附則第６４条に規定する市の条

例で定める割合は０とする。 

  



  
 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第１５条の２ 法第４５１条第１項第１

号（同条第４項又は第５項において準用

する場合を含む。）に掲げる３輪以上の

軽自動車（自家用のものに限る。以下こ

の条において同じ。）に対しては、当該

３輪以上の軽自動車の取得が令和元年

１０月１日から令和３年１２月３１日

までの間（附則第１５条の６第３項にお

いて「特定期間」という。）に行われた

ときに限り、第８０条第１項の規定にか

かわらず、軽自動車税の環境性能割を課

さない。 

  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

第１５条の２ （略） 第１５条の２の２ （略） 

  

（軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 

第１５条の６ （略） 第１５条の６ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であっ

て乗用のものに対する第８１条の４（第

２号に係る部分に限る。）及び前項の規

定の適用については、当該軽自動車の取

得が特定期間に行われたときに限り、こ

れらの規定中「１００分の２」とあるの

は、「１００分の１」とする。 

  

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定 第１６条 法附則第３０条第１項に規定



  
 

する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項

に規定する車両番号の指定（次項から第

４項までにおいて「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４

年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第８

２条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項

に規定する車両番号の指定（次項から第

８項までにおいて「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４

年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第８

２条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 
 

（略） 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８２条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和４年４月１日から

令和８年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８２条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第

２号に掲げる法第４４６条第１項第３

号に規定するガソリン軽自動車（以下こ

の条において「ガソリン軽自動車」とい

う。）のうち３輪以上のものに対する第

８２条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和２年４月１日か



  
 

ら令和３年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

 第２号ア

（イ） 

３，９００

円 

２，０００

円 

第２号ア

（ウ）a 

６，９００

円 

３，５００

円 

１０，８０

０円 

５，４００

円 

第２号ア

（ウ）b 

３，８００

円 

１，９００

円 

 ５，０００

円 

２，５００

円 
 

 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第

２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

３輪以上のもの（前項の規定の適用を受

けるものを除く。）に対する第８２条の

規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 第２号ア

（イ） 

３，９００

円 

３，０００

円 

第２号ア ６，９００ ５，２００



  
 

（ウ）a 円 円 

１０，８０

０円 

８，１００

円 

第２号ア

（ウ）b 

３，８００

円 

２，９００

円 

 ５，０００

円 

３，８００

円 
 

 ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車のう

ち、自家用の乗用のものに対する第８２

条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該軽自動車が

令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 ６ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家

用の乗用のものを除く。）に対する第８

２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月



  
 

３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第２項の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用

を受ける３輪以上の法第４４６条第１

項第３号に規定するガソリン軽自動車

（以下この項及び事項において「ガソリ

ン軽自動車」という。）（営業用の乗用

のものに限る。）に対する第８２条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和４年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度

分の軽自動車税の種別割に限り、同条第

２号ア(イ)中「３，９００円」とあるの

は「２，０００円」と、同号ア（ウ）a

中「６，９００円」とあるのは「３，５

００円」とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用

を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（営業用の乗用のものに限る。）に対す

る第８２条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和３年４月１

日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令

和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用

を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除

き、営業用の乗用のものに限る。）に対

する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和７年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分の軽自動車税の種

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用

を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除

き、営業用の乗用のものに限る。）に対

する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年



  
 

別割に限り、同条第２号ア(イ)中「３，

９００円」とあるのは「３，０００円」

と、同号ア（ウ）a中「６，９００円」

とあるのは「５，２００円」とする。 

４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規

定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第３

０条の２第１項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自

動車が前条第２項から第８項までの規

定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第３

０条の２第１項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

第３０条 法附則第１５条第１項、第９

項、第１３項から第１７項まで、第１９

項、第２０項、第２４項、第２７項、第

３１項から第３５項まで、第３８項、第

３９項、第４３項若しくは第４６項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第１５３条第２項中

「又は第３３項」とあるのは「若しくは

第３３項又は附則第１５条から第１５

条の３まで若しくは第６３条」とする。 

第３０条 法附則第１５条第１項、第１

０項、第１４項から第１８項まで、第２

０項、第２１項、第２５項、第２８項、

第３２項から第３６項まで、第３９項、

第４０項若しくは第４４項、第１５条の

２第２項、第１５条の３又は第６３条の

規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第１５３条第２項中「又は第

３３項」とあるのは「若しくは第３３項

又は附則第１５条から第１５条の３ま

で若しくは第６３条」とする。 



  
 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の四日市市税条例（以下「新条

例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

３ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適

用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」

という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をし

た同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）

（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」

という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が

適用期限内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適

用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  

 （軽自動車税に関する経過措置） 

４ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例に

よる改正前の四日市市税条例附則第１５条の２及び第１５条の６第３項に規定する

３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。 

５ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

ついて適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

（財政経営部市民税課） 


